
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
及
び
検
疫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

○
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
二
十
号
）

（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
三
種
病
原
体
等
）

（
三
種
病
原
体
等
）

第
二
条

法
第
六
条
第
二
十
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
病
原
体
等
は
、
次
に

第
二
条

法
第
六
条
第
二
十
一
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
病
原
体
等
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

（
四
種
病
原
体
等
）

（
四
種
病
原
体
等
）

第
三
条

法
第
六
条
第
二
十
三
項
第
十
一
号
の
政
令
で
定
め
る
病
原
体
等
は
、
次

第
三
条

法
第
六
条
第
二
十
二
項
第
十
一
号
の
政
令
で
定
め
る
病
原
体
等
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
疑
似
症
患
者
を
患
者
と
み
な
す
感
染
症
）

（
疑
似
症
患
者
を
患
者
と
み
な
す
感
染
症
）

第
四
条

法
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
二
類
感
染
症
は
、
結
核
、
重
症
急

第
四
条

法
第
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
二
類
感
染
症
は
、
結
核
及
び
重
症

性
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

急
性
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
病
原
体
が
イ
ン
フ
ル

ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
っ
て
そ
の
血
清
亜

型
が
Ｈ
五
Ｎ
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
九
号
に
お
い
て
「
鳥
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
獣
医
師
の
届
出
）

（
獣
医
師
の
届
出
）

第
五
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
感
染
症
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

第
五
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
感
染
症
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
感
染
症
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
動
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

る
感
染
症
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
動
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
動
物
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
動
物
と
す
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）

鳥
類
に
属
す
る
動
物

（
新
設
）

十

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

鳥
類
に
属
す
る
動
物

（
新
設
）



○
検
疫
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
七
号
）

（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
政
令
で
定
め
る
検
疫
感
染
症
）

（
政
令
で
定
め
る
検
疫
感
染
症
）

第
一
条

検
疫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る

第
一
条

検
疫
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る

感
染
症
は
、
デ
ン
グ
熱
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
病
原
体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

感
染
症
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
病
原
体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属

ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
つ
て
そ
の
血
清
亜
型
が
Ｈ

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
つ
て
そ
の
血
清
亜
型
が
Ｈ
五
Ｎ
一
で
あ
る

五
Ｎ
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
別
表
第
二
に
お
い
て
「
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（

も
の
に
限
る
。
別
表
第
二
に
お
い
て
「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
」
と

Ｈ
五
Ｎ
一
）
」
と
い
う
。
）
及
び
マ
ラ
リ
ア
と
す
る
。

い
う
。
）
、
デ
ン
グ
熱
及
び
マ
ラ
リ
ア
と
す
る
。

（
停
留
の
期
間
）

（
停
留
の
期
間
）

第
一
条
の
三

法
第
十
六
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲

第
一
条
の
三

法
第
十
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
感
染
症
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

げ
る
感
染
症
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

マ
ー
ル
ブ
ル
グ
病
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
（
感
染
症
の
予

五

マ
ー
ル
ブ
ル
グ
病

二
百
四
十
時
間

防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

百
十
四
号
）
第
六
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症

を
い
う
。
別
表
第
二
に
お
い
て
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
」
と
い

う
。
）

二
百
四
十
時
間

（
実
費
）

（
実
費
）

第
五
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

第
五
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
実
費
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
実
費
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

区

分

手
数
料
の
額

区

分

手
数
料
の
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

人
又
は
貨
物

（
略
）

（
略
）

人
又
は
貨
物

（
略
）

（
略
）

に
対
す
る
検

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感

一
件
に
つ
き

三
、
五
〇
〇
円

に
対
す
る
検

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ

一
件
に
つ
き

三
、
五
〇
〇
円

疫
感
染
症
の

染
症

疫
感
染
症
の

一
）



病
原
体
の
有

デ
ン
グ
熱

一
件
に
つ
き

二
、
四
〇
〇
円

病
原
体
の
有

デ
ン
グ
熱

一
件
に
つ
き

二
、
四
〇
〇
円

無
に
関
す
る

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五

一
件
に
つ
き

三
、
五
〇
〇
円

無
に
関
す
る

（
新
設
）

（
新
設
）

検
査

一
Ｎ
）

検
査

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



○
警
察
庁
組
織
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
八
十
号
）

（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
警
備
課
）

（
警
備
課
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

特
定
物
質
（
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

四

特
定
物
質
（
化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
物
質
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
物
質
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
及
び
特
定
病
原
体
等
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

じ
。
）
及
び
特
定
病
原
体
等
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す

る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
特
定
病
原
体
等
を
い

る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
特
定
病
原
体
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
た
テ
ロ
リ
ズ
ム
（
広
く
恐

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
し
た
テ
ロ
リ
ズ
ム
（
広
く
恐

怖
又
は
不
安
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
意
図

怖
又
は
不
安
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
意
図

し
て
行
わ
れ
る
政
治
上
そ
の
他
の
主
義
主
張
に
基
づ
く
暴
力
主
義
的
破
壊
活

し
て
行
わ
れ
る
政
治
上
そ
の
他
の
主
義
主
張
に
基
づ
く
暴
力
主
義
的
破
壊
活

動
を
い
う
。
第
三
十
九
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
を

動
を
い
う
。
第
三
十
九
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
を

防
止
す
る
た
め
の
特
定
物
質
及
び
特
定
病
原
体
等
の
防
護
に
関
す
る
こ
と
。

防
止
す
る
た
め
の
特
定
物
質
及
び
特
定
病
原
体
等
の
防
護
に
関
す
る
こ
と
。

五
～
九

（
略
）

五
～
九

（
略
）



○
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
四
十
一
号
）

（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
条
の
二

（
略
）

第
二
条
の
二

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

被
保
険
者
の
う
ち
に
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（

二

被
保
険
者
の
う
ち
に
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（

平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
被
爆
者
（
以
下
こ
の
条

平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
被
爆
者
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
被
爆
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
又
は
感
染
症
の
予
防
及
び
感

に
お
い
て
「
被
爆
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
者
又
は
感
染
症
の
予
防
及
び
感

染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号

染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号

）
第
二
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
若
し
く
は

）
第
二
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
若
し
く
は

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
六
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
第
二
種
感

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
六
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
第
二
種
感

染
症
指
定
医
療
機
関
に
入
院
す
る
結
核
患
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
結

染
症
指
定
医
療
機
関
に
入
院
す
る
結
核
患
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
結

核
患
者
」
と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

核
患
者
」
と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
。

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

１５

１５



○
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）

じ
ん

（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
事
業
ご
と
の
地
方
公
共
団
体
の
負
担
額
）

（
事
業
ご
と
の
地
方
公
共
団
体
の
負
担
額
）

第
七
条

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

第
七
条

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

ご
と
の
都
道
府
県
の
負
担
額
又
は
前
条
に
規
定
す
る
法
第
三
条
第
一
項
各
号
に

ご
と
の
都
道
府
県
の
負
担
額
又
は
前
条
に
規
定
す
る
法
第
三
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
事
業
ご
と
の
市
町
村
の
負
担
額
は
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
激
甚
災
害
に

掲
げ
る
事
業
ご
と
の
市
町
村
の
負
担
額
は
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
激
甚
災
害
に

つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
を
合
算
し
た
金
額
と
す

つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
を
合
算
し
た
金
額
と
す

る
。

る
。

一

都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
又
は
そ
の
機
関
が
施
行
す
る
事
業
（
児
童
福

一

都
道
府
県
若
し
く
は
市
町
村
又
は
そ
の
機
関
が
施
行
す
る
事
業
（
児
童
福

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
条
に
規
定
す
る
児
童

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
四
十
条
に
規
定
す
る
児
童

厚
生
施
設
及
び
同
法
第
四
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ

厚
生
施
設
及
び
同
法
第
四
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ

ー
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法

ー
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
結
核
指

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
結
核
指

定
医
療
機
関
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
「
児
童
厚
生
施
設
等

定
医
療
機
関
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
「
児
童
厚
生
施
設
等

」
と
い
う
。
）
に
係
る
事
業
を
除
く
。
）
で
国
が
費
用
の
一
部
を
負
担
し
、

」
と
い
う
。
）
に
係
る
事
業
を
除
く
。
）
で
国
が
費
用
の
一
部
を
負
担
し
、

又
は
補
助
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
規
定
又
は
当
該
事
業
に
関
す
る

又
は
補
助
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
令
の
規
定
又
は
当
該
事
業
に
関
す
る

主
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
主
務
大
臣
が
激
甚
災
害
の
発
生
後

主
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
主
務
大
臣
が
激
甚
災
害
の
発
生
後

遅
滞
な
く
算
定
し
た
事
業
費
の
額
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
費
用
に
充
て

遅
滞
な
く
算
定
し
た
事
業
費
の
額
（
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
該
費
用
に
充
て

る
収
入
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
収
入
金
の
額
を
当
該
事
業
費
の
額
か
ら
控

る
収
入
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
収
入
金
の
額
を
当
該
事
業
費
の
額
か
ら
控

除
し
た
額
と
し
、
以
下
「
査
定
事
業
費
の
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
国
が
負
担

除
し
た
額
と
し
、
以
下
「
査
定
事
業
費
の
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
国
が
負
担

し
、
又
は
補
助
す
る
額
を
控
除
し
た
金
額

し
、
又
は
補
助
す
る
額
を
控
除
し
た
金
額

二
～
七

（
略
）

二
～
七

（
略
）

２

法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
災
害
復
旧
事
業
に
係

２

法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
災
害
復
旧
事
業
に
係

る
前
項
の
査
定
事
業
費
に
は
、
一
の
施
設
に
つ
い
て
そ
の
復
旧
に
要
す
る
費
用

る
前
項
の
査
定
事
業
費
に
は
、
一
の
施
設
に
つ
い
て
そ
の
復
旧
に
要
す
る
費
用

の
額
が
六
十
万
円
（
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
及

の
額
が
六
十
万
円
（
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
及

び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
六
条

び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
六
条

第
十
二
項
に
規
定
す
る
感
染
症
指
定
医
療
機
関
（
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る

第
十
一
項
に
規
定
す
る
感
染
症
指
定
医
療
機
関
（
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る

結
核
指
定
医
療
機
関
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
三
十
万
円
）
未
満
の
も
の
は

結
核
指
定
医
療
機
関
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
三
十
万
円
）
未
満
の
も
の
は

、
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
。

、
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
。





○
豪
雪
に
際
し
て
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
公
共
の
施
設
の
除
雪
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
八
十
二
号
）

（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
政
令
で
定
め
る
公
共
の
施
設
）

（
政
令
で
定
め
る
公
共
の
施
設
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平

九

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
感
染
症
指
定
医

成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
感
染
症
指
定
医

療
機
関
（
同
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
結
核
指
定
医
療
機
関
を
除
く
。
）

療
機
関
（
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
結
核
指
定
医
療
機
関
を
除
く
。
）



○
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
二
号
）

（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

（
第
三
十
八
条
関
係
）

別
表
第
一

（
第
三
十
八
条
関
係
）

項

事
業
の
区
分

国
庫
の
負
担
又

項

事
業
の
区
分

国
庫
の
負
担
又

は
補
助
の
割
合

は
補
助
の
割
合

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
五

感
染
症

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

十
分
の
七
・
五

十
五

感
染
症

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

十
分
の
七
・
五

指
定
医

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

指
定
医

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

療
機
関

律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
四
項
に
規

療
機
関

律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
三
項
に
規

定
す
る
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
及

定
す
る
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
及

び
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
第
二
種
感

び
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
第
二
種
感

染
症
指
定
医
療
機
関
の
整
備

染
症
指
定
医
療
機
関
の
整
備

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



○
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）

（
附
則
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
一
条
関
係
）

政
令

事
務

政
令

事
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
除
）

（
削
除
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一

第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

）
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め

第
十
二
条
（
第
四
項
及
び
第
五
項
を
除

る
等
の
政
令
（
平
成
十
八
年
政

く
。
）
、
第
十
三
条
、
第
十
七
条
、
第

令
第
二
百
八
号
）

十
八
条
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く

。
）
、
第
十
九
条
（
第
二
項
及
び
第
七

項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
条
（
第
六
項

及
び
第
八
項
を
除
く
。
）
、
第
二
十
一

条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
五

条
、
第
三
十
八
条
第
二
項
（
第
一
種
感

染
症
指
定
医
療
機
関
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
及
び
第
五
項
、
同
条
第
八
項
及

び
第
九
項
（
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療

機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に

第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は

特
別
区
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務


